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年
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律
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１
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８
号
）
第
１
１
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第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項

に
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す
る
単
位
漁
場
区
域
を
定
め
た
の
で
、
漁
業
災
害
補
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行
令
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政
令
第
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９
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に
お
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す
る
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よ
り
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次
の
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お
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示
す

る
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福
井
県
告
示
第
４
６
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
大
野
市
宝
慶
寺
７
５
字
大
岩
谷
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
７
６
字
新
ノ
谷
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま

で
、
７
７
字
大
ケ
唯
野
１
か
ら
５
ま
で
、
６
の
１
か
ら
６
の
１
６
ま
で
、
７
、
８
、
９
の
１
、
９
の
２

（
国
有
林
）
、
１
０
の
１
、
１
０
の
２
・
１
０
の
３
（
以
上
２
筆
国
有
林
）
、
１
１
の
１
、
１
１
の
２

（
国
有
林
）
、
１
２
の
１
、
１
２
の
２
（
国
有
林
）
、
１
３
、
１
４
、
７
８
字
南
平
１
の
１
か
ら
１
の

１
３
ま
で
、
７
９
字
木
根
ケ
谷
１
、
２
の
１
か
ら
２
の
１
６
ま
で
、
２
の
１
７
か
ら
２
の
１
９
ま
で
（

以
上
３
筆
国
有
林
）
、
８
０
字
横
通
り
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、
１
の
６
（
国
有
林
）
、
８
１
字
万

五
郎
１
の
１
（
国
有
林
）
、
１
の
２
か
ら
１
の
６
ま
で
、
８
２
字
金
見
平
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、

８
３
字
銀
碗
峰
１
の
１
か
ら
１
の
３
ま
で
、
８
７
字
大
雪
頽
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
８
８
字
博
木

羽
１
の
１
か
ら
１
の
７
ま
で
、
８
９
字
大
沼
１
の
１
か
ら
１
の
９
ま
で

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
６
号

　
一
般
国
道
４
７
６
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
７
号

　
一
般
県
道
芦
原
温
泉
停
車
場
北
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路

法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
三
国
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
大
森
河
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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福
井
県
告
示
第
４
６
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
大
野
市
宝
慶
寺
７
５
字
大
岩
谷
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
７
６
字
新
ノ
谷
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま

で
、
７
７
字
大
ケ
唯
野
１
か
ら
５
ま
で
、
６
の
１
か
ら
６
の
１
６
ま
で
、
７
、
８
、
９
の
１
、
９
の
２

（
国
有
林
）
、
１
０
の
１
、
１
０
の
２
・
１
０
の
３
（
以
上
２
筆
国
有
林
）
、
１
１
の
１
、
１
１
の
２

（
国
有
林
）
、
１
２
の
１
、
１
２
の
２
（
国
有
林
）
、
１
３
、
１
４
、
７
８
字
南
平
１
の
１
か
ら
１
の

１
３
ま
で
、
７
９
字
木
根
ケ
谷
１
、
２
の
１
か
ら
２
の
１
６
ま
で
、
２
の
１
７
か
ら
２
の
１
９
ま
で
（

以
上
３
筆
国
有
林
）
、
８
０
字
横
通
り
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、
１
の
６
（
国
有
林
）
、
８
１
字
万

五
郎
１
の
１
（
国
有
林
）
、
１
の
２
か
ら
１
の
６
ま
で
、
８
２
字
金
見
平
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、

８
３
字
銀
碗
峰
１
の
１
か
ら
１
の
３
ま
で
、
８
７
字
大
雪
頽
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
８
８
字
博
木

羽
１
の
１
か
ら
１
の
７
ま
で
、
８
９
字
大
沼
１
の
１
か
ら
１
の
９
ま
で

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
６
号

　
一
般
国
道
４
７
６
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
７
号

　
一
般
県
道
芦
原
温
泉
停
車
場
北
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路

法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
三
国
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
大
森
河
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

 

 

H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
|
A
/
0
*

 
*
1

7
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
M
\
]
/
0
*

 
*
1

1
0

0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 

`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 

b
!
"
M
o
p
q
t
ö
õ
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
7
8
/
0
*

 
*
1

1
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
9
/
0
*

 
*
1

1
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
7
=
C
/
0
*

 
*
1

2
8
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
7
=
>
/
0
*

 
*
1

3
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
M
N
<
/
0
*

 
*
1

3
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
D
E
.
/
0
*

 
*
1

5
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
b
"
M
o
p
q
!
c
r
ú
t
ö
õ
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
w
/
0
*

 
*
1

2
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
m
"
M
o
p
q
b
c
r
ú
t
ö
õ
%
&
'

 

 

 

(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
w
/
0
*

 
*
1

2
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
n
"
M
o
p
q
m
c
r
ú
t
ö
õ
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
w
/
0
*

 
*
1

2
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
Å
"
M
o
p
q
b
c
r
t
s
Ñ
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
(
?
/
0
*

 
*
1

11
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
,
-
.
/
0
*

 
*
1

1
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
9
/
0
*

 
*
1

1
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
.
/
0
*

 
*
1

1
8
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
?
.
/
0
*

 
*
1

3
2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
<
/
0
*

 
*
1

5
2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
C
/
0
*

 
*
1

5
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 

 

 

J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
ã
"
M
o
p
q
Å
c
r
t
s
Ñ
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
(
?
/
0
*

 
*
1

11
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
,
-
.
/
0
*

 
*
1

1
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
9
/
0
*

 
*
1

1
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
.
/
0
*

 
*
1

1
8
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
?
.
/
0
*

 
*
1

3
2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
<
/
0
*

 
*
1

5
2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
C
/
0
*

 
*
1

5
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
=
^
_
/
0
*

 
*
1

1
0

2
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
b
å
"
M
o
p
q
t
é
ù
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
7
=
C
/
0
*

 
*
1

2
8
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
7
=
>
/
0
*

 
*
1

3
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
D
E
.
/
0
*

 
*
1

5
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
 

 

L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
ç
"
M
o
p
q
b
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
!
"
M
o
p
q
m
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
b
"
M
o
p
q
n
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
m
"
M
o
p
q
#
ü
s
†
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
7
8
/
0
*

 
*
1

1
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
C
/
0
*

 
*
1

5
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
D
E
.
/
0
*

 
*
1

5
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
F
G
.
/
0
*

 
*
1

6
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
|
A
/
0
*

 
*
1

7
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 

 

 

 

L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
ç
"
M
o
p
q
b
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
!
"
M
o
p
q
m
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
b
"
M
o
p
q
n
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
m
"
M
o
p
q
#
ü
s
†
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
7
8
/
0
*

 
*
1

1
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
C
/
0
*

 
*
1

5
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
D
E
.
/
0
*

 
*
1

5
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
F
G
.
/
0
*

 
*
1

6
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
|
A
/
0
*

 
*
1

7
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+
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福
井
県
告
示
第
４
６
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
大
野
市
宝
慶
寺
７
５
字
大
岩
谷
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
７
６
字
新
ノ
谷
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま

で
、
７
７
字
大
ケ
唯
野
１
か
ら
５
ま
で
、
６
の
１
か
ら
６
の
１
６
ま
で
、
７
、
８
、
９
の
１
、
９
の
２

（
国
有
林
）
、
１
０
の
１
、
１
０
の
２
・
１
０
の
３
（
以
上
２
筆
国
有
林
）
、
１
１
の
１
、
１
１
の
２

（
国
有
林
）
、
１
２
の
１
、
１
２
の
２
（
国
有
林
）
、
１
３
、
１
４
、
７
８
字
南
平
１
の
１
か
ら
１
の

１
３
ま
で
、
７
９
字
木
根
ケ
谷
１
、
２
の
１
か
ら
２
の
１
６
ま
で
、
２
の
１
７
か
ら
２
の
１
９
ま
で
（

以
上
３
筆
国
有
林
）
、
８
０
字
横
通
り
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、
１
の
６
（
国
有
林
）
、
８
１
字
万

五
郎
１
の
１
（
国
有
林
）
、
１
の
２
か
ら
１
の
６
ま
で
、
８
２
字
金
見
平
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、

８
３
字
銀
碗
峰
１
の
１
か
ら
１
の
３
ま
で
、
８
７
字
大
雪
頽
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
８
８
字
博
木

羽
１
の
１
か
ら
１
の
７
ま
で
、
８
９
字
大
沼
１
の
１
か
ら
１
の
９
ま
で

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
６
号

　
一
般
国
道
４
７
６
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
７
号

　
一
般
県
道
芦
原
温
泉
停
車
場
北
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路

法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
三
国
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

４７６号

一般国道

今
立
郡
池
田
町
松
ケ
谷
３
３

字
カ
シ
ガ
キ
１
番
５
か
ら

今
立
郡
池
田
町
持
越
１
字
境

谷
３
番
２
ま
で

今
立
郡
池
田
町
松
ケ
谷
３
３

字
カ
シ
ガ
キ
１
番
５
か
ら

今
立
郡
池
田
町
持
越
１
字
境

谷
３
番
２
ま
で

8.5～40.07.4～15.2

915.0

167.0

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

芦原温泉停車場北野線

一般県道

あ
わ
ら
市
矢
地
４
字
萱
場
２

番
５
か
ら

あ
わ
ら
市
矢
地
４
字
萱
場
３

番
４
ま
で

あ
わ
ら
市
矢
地
４
字
萱
場
２

番
６
か
ら

あ
わ
ら
市
矢
地
４
字
萱
場
３

番
５
ま
で

14.9～14.9

15.1～16.1

56.4

56.4

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
大
森
河
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新新旧

福井大森河野線

主要地方道

福
井
市
八
幡
町
３
０
字
豆
田
２
９

番
２
か
ら

福
井
市
八
幡
町
３
７
字
六
反
田
７

６
番
ま
で

福
井
市
八
幡
町
３
０
字
豆
田
２
９

番
２
か
ら

福
井
市
八
幡
町
３
７
字
六
反
田
７

６
番
ま
で

福
井
市
八
幡
町
３
０
字
豆
田
２
９

番
２
か
ら

福
井
市
八
幡
町
３
７
字
六
反
田
７

６
番
ま
で

10.5～24.25.5～7.75.5～7.7

366.5

372.4

372.4

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０
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福
井
県
告
示
第
４
６
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
大
野
市
宝
慶
寺
７
５
字
大
岩
谷
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
７
６
字
新
ノ
谷
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま

で
、
７
７
字
大
ケ
唯
野
１
か
ら
５
ま
で
、
６
の
１
か
ら
６
の
１
６
ま
で
、
７
、
８
、
９
の
１
、
９
の
２

（
国
有
林
）
、
１
０
の
１
、
１
０
の
２
・
１
０
の
３
（
以
上
２
筆
国
有
林
）
、
１
１
の
１
、
１
１
の
２

（
国
有
林
）
、
１
２
の
１
、
１
２
の
２
（
国
有
林
）
、
１
３
、
１
４
、
７
８
字
南
平
１
の
１
か
ら
１
の

１
３
ま
で
、
７
９
字
木
根
ケ
谷
１
、
２
の
１
か
ら
２
の
１
６
ま
で
、
２
の
１
７
か
ら
２
の
１
９
ま
で
（

以
上
３
筆
国
有
林
）
、
８
０
字
横
通
り
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、
１
の
６
（
国
有
林
）
、
８
１
字
万

五
郎
１
の
１
（
国
有
林
）
、
１
の
２
か
ら
１
の
６
ま
で
、
８
２
字
金
見
平
１
の
１
か
ら
１
の
５
ま
で
、

８
３
字
銀
碗
峰
１
の
１
か
ら
１
の
３
ま
で
、
８
７
字
大
雪
頽
１
の
１
か
ら
１
の
８
ま
で
、
８
８
字
博
木

羽
１
の
１
か
ら
１
の
７
ま
で
、
８
９
字
大
沼
１
の
１
か
ら
１
の
９
ま
で

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
６
号

　
一
般
国
道
４
７
６
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
丹
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
７
号

　
一
般
県
道
芦
原
温
泉
停
車
場
北
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路

法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
三
国
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
大
森
河
野
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
１
２

月
１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
９
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
三
国
土
木
事
務
所
長
　
高
野
　
政
志

１
　
申
請
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
福
井
市
上
北
野
一
丁
目
７
番
７
号

　
　
永
森
建
設
株
式
会
社
　

　
　
代
表
取
締
役
　
永
森
　
幹
朗

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

４
．１
０

５
２
．３
３

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

坂
井
市
春
江
町
江
留
上
錦
９

３
番
８
の
一
部
、９
３
番
９

の
一
部
、９
３
番
１
０
の
一

部
、９
３
番
１
１
の
一
部
、９

３
番
１
２
の
一
部
、９
３
番

１
３
の
一
部
、９
３
番
１
４
、

９
３
番
１
５
の
一
部
、２
２

９
番
の
一
部
、２
３
１
番
の

一
部
お
よ
び
２
３
２
番
の
一

部

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

 

 

L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
`
a
/
0
*

 
*
1

1
0

3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
�
Ä
.
/
0
*

 
*
1

1
0

6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
ç
"
M
o
p
q
b
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
!
"
M
o
p
q
m
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
b
"
M
o
p
q
n
c
r
ò
ù
û
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
Ü
N
/
0
*

 
*
1

1
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
m
m
"
M
o
p
q
#
ü
s
†
%
&
'

 
(
"
"
"
)

 
*
"
"
"
+

 
7
8
/
0
*

 
*
1

1
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
v
<
/
0
*

 
*
1

1
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
<
/
0
*

 
*
1

2
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
á
à
.
â
_
ä
/
0
*

 
*
1

2
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
@
A
B
C
/
0
*

 
*
1

5
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
D
E
.
/
0
*

 
*
1

5
7
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
F
G
.
/
0
*

 
*
1

6
1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
H
I
/
0
*

 
*
1

6
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
J
K
/
0
*

 
*
1

6
5
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
L
M
N
<
/
0
*

 
*
1

6
6
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
|
A
/
0
*

 
*
1

7
0
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
X
Y
<
/
0
*

 
*
1

8
3
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 
}
~
/
0
*

 
*
1

1
0

1
2
3
'
4
5
3
6
5
*
+

 

 



令和５年12月19日（火） 福 井 県 報 第 278 号13

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０
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福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
お
よ
び
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ス
ギ
薬
局
や
し
ろ
店
・
ア
ミ
ー
ゴ
福
井
店

　
　
福
井
県
福
井
市
渕
二
丁
目
１
０
０
５
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
大
和
ハ
ウ
ス
リ
ア
ル
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
伊
藤
　
光
博

　
　
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
２
丁
目
１
８
番
２
号

３
　
変
更
し
た
事
項

⑴
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

　
　
変
更
前
　

　
　
　
（
仮
称
）
福
井
市
渕
複
合
店
舗

　
　
変
更
後
　

　
　
　
ス
ギ
薬
局
や
し
ろ
店
・
ア
ミ
ー
ゴ
福
井
店

⑵
　
駐
輪
場
の
位
置

４
　
変
更
す
る
理
由

　
　
前
項
⑴
店
舗
名
称
が
正
式
に
決
ま
っ
た
た
め

　
　
前
項
⑵
歩
行
者
と
の
接
触
等
の
懸
念
が
少
な
い
位
置
に
変
更
す
る
た
め

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
８
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
ア
オ
ッ
サ
５
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

公
　
　
　
　
　
告

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

９
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
農
地
中
間
管

理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
し
、
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

　
農
地
法
第
３
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地
」
に
該
当
す
る
。

３
　
申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

　
　
裁
定
手
続
後
に
、
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

４
　
申
請
者
の
希
望
す
る
権
利
の
始
期
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

５
　
意
見
書
の
提
出

　
　
申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
４
日

⑵
　
提
出
先

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
中
山
間
農
業
・
畜
産
課

⑶
　
記
載
事
項

ア
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
お
よ
び
主
た
る

　
事
務
所
の
所
在
地
な
ら
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

イ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
お
よ
び
内
容

ウ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
当
該
農
地
の
利
用
の
状
況
お
よ
び
利
用
計
画

エ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

オ
　
意
見
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

カ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６
　
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
以
下
事
項
に
つ
い
て
、
公
告
す
る
。

　
当
該
農
用
地
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
農
業
者
の
費
用
負
担
や
同
意
を
求
め
ず
に
行
う
基
盤
整
備

事
業
で
あ
る
機
構
関
連
事
業
（
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
機
構
関
連
事
業
の
内
容
、

留
意
事
項
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
。

　
機
構
関
連
事
業
の
対
象
と
な
る
農
用
地
等
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
の
借
受
期
間
が
機
構
関
連
事
業

の
計
画
の
公
告
の
日
か
ら
１
５
年
以
上
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
間
利
栄
、
兼
井
秀
雄
、
加
保
喜
一
郎
、
松
浦
晃
、
松
浦
輝
雄
、
丸
山
キ
ミ
、
山
田
文
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
１
月
２
８
日
福
井
県
告
示
第
４
５
１
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
２
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
  住
　
　
　
所

理
事
　
増
田
郁
雄
　
　
坂
井
市
三
国
町
平
山
56-2
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
お
よ
び
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ス
ギ
薬
局
や
し
ろ
店
・
ア
ミ
ー
ゴ
福
井
店

　
　
福
井
県
福
井
市
渕
二
丁
目
１
０
０
５
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
大
和
ハ
ウ
ス
リ
ア
ル
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
伊
藤
　
光
博

　
　
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
２
丁
目
１
８
番
２
号

３
　
変
更
し
た
事
項

⑴
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

　
　
変
更
前
　

　
　
　
（
仮
称
）
福
井
市
渕
複
合
店
舗

　
　
変
更
後
　

　
　
　
ス
ギ
薬
局
や
し
ろ
店
・
ア
ミ
ー
ゴ
福
井
店

⑵
　
駐
輪
場
の
位
置

４
　
変
更
す
る
理
由

　
　
前
項
⑴
店
舗
名
称
が
正
式
に
決
ま
っ
た
た
め

　
　
前
項
⑵
歩
行
者
と
の
接
触
等
の
懸
念
が
少
な
い
位
置
に
変
更
す
る
た
め

５
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
２
８
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号

　
　
ア
オ
ッ
サ
５
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
０
号

　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
電
気
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工
事
Ａ
等
級
の
資
格

　
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号

　
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成

　
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
１
号

　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ

い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示

第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当

該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
工
事
名

　
　
大
野
警
察
署
機
械
設
備
工
事

⑵
　
工
事
場
所

　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

⑶
　
工
事
概
要

　
　
大
野
警
察
署
新
築
に
伴
う
機
械
設
備
工
事
一
式

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
管
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を

　
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１

　
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に
つ

　
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
競

　
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
。
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
い
こ
と
。

ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
申
請
書

イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
　
工
事
経
歴
書

カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
　
交
付
期
間

　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
１
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
　
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
　
提
出
場
所

　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
提
出
部
数

　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

と
す
る
。

６
　
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

９
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
農
地
中
間
管

理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
し
、
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
３
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

　
農
地
法
第
３
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地
」
に
該
当
す
る
。

３
　
申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

　
　
裁
定
手
続
後
に
、
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

４
　
申
請
者
の
希
望
す
る
権
利
の
始
期
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

５
　
意
見
書
の
提
出

　
　
申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
４
日

⑵
　
提
出
先

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
中
山
間
農
業
・
畜
産
課

⑶
　
記
載
事
項

ア
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
お
よ
び
主
た
る

　
事
務
所
の
所
在
地
な
ら
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

イ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
お
よ
び
内
容

ウ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
当
該
農
地
の
利
用
の
状
況
お
よ
び
利
用
計
画

エ
　
意
見
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

オ
　
意
見
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

カ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６
　
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
以
下
事
項
に
つ
い
て
、
公
告
す
る
。

　
当
該
農
用
地
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
農
業
者
の
費
用
負
担
や
同
意
を
求
め
ず
に
行
う
基
盤
整
備

事
業
で
あ
る
機
構
関
連
事
業
（
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
機
構
関
連
事
業
の
内
容
、

留
意
事
項
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
。

　
機
構
関
連
事
業
の
対
象
と
な
る
農
用
地
等
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
の
借
受
期
間
が
機
構
関
連
事
業

の
計
画
の
公
告
の
日
か
ら
１
５
年
以
上
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
間
利
栄
、
兼
井
秀
雄
、
加
保
喜
一
郎
、
松
浦
晃
、
松
浦
輝
雄
、
丸
山
キ
ミ
、
山
田
文
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
１
月
２
８
日
福
井
県
告
示
第
４
５
１
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

所
在
お
よ
び
地
番

勝
山
市
荒
土
町
布
市
19字

56
勝
山
市
荒
土
町
布
市
24字

10
勝
山
市
荒
土
町
布
市
24字

11
勝
山
市
荒
土
町
布
市
31字

8
勝
山
市
荒
土
町
布
市
31字

9

1,097
97316
2,064
857

田田田田田 地
目

面
積（
㎡
）

別
紙
１

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期

令
和
6年
3月
31日

50,070
10年
存
続
期
間

賃
借
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額（
円
）

別
紙
２

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
２
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
  住
　
　
　
所

理
事
　
増
田
郁
雄
　
　
坂
井
市
三
国
町
平
山
56-2
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
間
利
栄
、
兼
井
秀
雄
、
加
保
喜
一
郎
、
松
浦
晃
、
松
浦
輝
雄
、
丸
山
キ
ミ
、
山
田
文
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
１
月
２
８
日
福
井
県
告
示
第
４
５
１
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
２
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
  住
　
　
　
所

理
事
　
増
田
郁
雄
　
　
坂
井
市
三
国
町
平
山
56-2
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令
和
五
年
十
二
月
十
九
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
間
利
栄
、
兼
井
秀
雄
、
加
保
喜
一
郎
、
松
浦
晃
、
松
浦
輝
雄
、
丸
山
キ
ミ
、
山
田
文
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
１
月
２
８
日
福
井
県
告
示
第
４
５
１
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
１
月
２
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
名
　
　
  住
　
　
　
所

理
事
　
増
田
郁
雄
　
　
坂
井
市
三
国
町
平
山
56-2


